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太田市規則第５７号 

 

太田市会計年度任用職員の給与及び費用弁償の支給に関する規

則の一部を改正する規則 

 太田市会計年度任用職員の給与及び費用弁償の支給に関する規則

（令和２年太田市規則第５８号）の一部を次のように改正する。 

 第１６条に次の１項を加える。 

６ 前各項に定めるもののほか、フルタイム会計年度任用職員の期末

手当の算定に関し必要な事項については、常勤職員の例による。 

 第１６条の３第１項第１号中「１００分の１２１．５以上１００分

の２０５」を「１００分の１２４以上１００分の３１５」に改め、同

項第２号中「１００分の１１０以上１００分の１２１．５」を「１０

０分の１１２．５以上１００分の１２４」に改め、同項第３号中「１

００分の９８．５」を「１００分の１０１」に改め、同項第４号中「１

００分の９０」を「１００分の９２．５」に改める。 

   附 則 

この規則は、令和７年４月１日から施行する。 


